


った。遡ってこの変更を行うことを諮り、満場異議なくこれを承認した。 

変更箇所は下記である。 

 

 

第 3 号議案 年会費改定およびそれに伴う定款・細則変更の承認 

議長より、資料の提示があり、2026 年度からの年会費の改定を行いたい主な理由、改定後の年

会費金額、改定に伴い学生会員年会費を無料とすること、終身会員およびシニア会員制度の導入

の説明があった。つづいて、これらを変更することに伴い定款および細則の変更（案）が提示された。

これらを諮ったところ、満場異議なくこれらを承認した。 

変更箇所は下記である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款（現行） 定款（改定） 

【参考：第５８回総会にて変更済み】 

第 3 章 代議員（選任と任期等） 

第 16 条  

4 代議員の任期は選任の 2 年以内に終了

する事業年度に関する定時総会終結の時ま

でとし、任期を満了した代議員は引き続き二

期のみ代議員候補者となることができる。 

 

第 5 章 役員および会計監査人 

（役員および会計監査人の任期） 

第 36 条 理事の任期は、選任後 2 年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結のときまでとし、任期を満

了した理事は引き続き一期のみ理事候補者

となることができる。 

第 5 章 役員および会計監査人 

（役員および会計監査人の任期） 

第 36 条 理事の任期は、選任後 2 年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結のときまでとし、任期を満

了した理事は引き続き二期のみ理事候補者

となることができる。 



定款＜現行＞ 第 2 章 会員 （種別） 定款＜改定＞ 第 2 章 会員 （種別） 

第 8 条 この法人の会員は次の 6 種とする。 

（1）正会員：生化学に関する学識または経

験を有する個人であって、この法人の目的に賛

同する者 

（2）学生会員：大学またはこれに準ずる学

校に在籍し、生化学または生化学に関係ある

学科を修める学生であって、この法人の目的に

賛同する者 

（3）団体会員：この法人の目的に賛同する

団体 

（4）賛助会員：この法人の事業に賛同し後

援する団体 

（5）名誉会員：この法人に対し特に功労の

あった個人であり、総会で決議された者 

（6）永年会員：この法人に対し功労のあった

個人であり、総会で決議された者 

第 8 条 この法人の会員は次の 7 種とする。 

（1）～（6）変更なし 

 

 

 

 

 

 

7）終身会員：この法人に対し功労のあった個

人であり、総会で決議された者 

 

細則＜現行＞ 第 1 章 会員 細則＜改定＞ 第 1 章 会員 

第 2 条 正会員、学生会員、団体会員、およ

び賛助会員は、以下に定める会費を毎年 3 月

末日までに納めなければならない。 

1）正会員 7500 円 

2）学生会員（博士） 3000 円 

3）学生会員（修士） 無料 

4）学生会員（学部） 無料 

5）団体会員     18,000 円 

6）賛助会員 1 口 60,000 円（1 口以上） 

第 2 条 正会員、学生会員、団体会員、およ

び賛助会員は、以下に定める会費を毎年 3 月

末日までに納めなければならない。 

1）正会員    10,000 円 

  ただし、評議員は 12,000 円、シニア会員は

5,000 円とする 

2）団体会員     18,000 円 

3）賛助会員 1 口 60,000 円（1 口以上） 

 

質疑応答ののち、以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は

閉会を宣した。 

 

上記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し議長及び議事録

署名人がこれに署名捺印する。 

 

 

 






